
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE TEAC CORPORATION

最終更新日：2018年9月28日
ティアック株式会社

代表取締役社長 英　裕治

問合せ先：取締役　野村　佳秀

証券コード：6803

https://www.teac.co.jp/jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、企業は株主をはじめ地域社会を含むすべてのステークホルダーとの協調により成り立つとの基本認識に立ち、法令や規制を遵
守し、継続してグループ全体の企業価値を向上させていくため、コーポレート・ガバナンスの充実、強化に努め、経営、執行、監査の体制整備を進
めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４】

平成30年3月期の株主構成において、機関投資家、海外投資家の株主比率を踏まえますと、電子行使プラットフォーム利用、招集通知の英訳は
費用対効果で実施する状況ではないと考えております。機関投資家や海外投資家の比率等を勘案し、議決権電子行使プラットフォームの利用や
招集通知の英訳等の検討を行ってまいります。

【原則１－３】

経営計画を策定し、公表するにあたりましては、収益計画や資本政策の基本的な方針を示すとともに、収益力や資本効率等に関する目標を提示
するなど、その内容を具体的に説明いたします。

【補充原則２－５－１】

当社では、社内から独立した内部通報窓口を設置しておりませんが、業務執行者に関する通報については、執行からは独立した立場の窓口が設
置されております。情報提供者の秘匿及び不利益扱いから保護されるよう社内管理規程で定めております。

今後は、社内から独立した内部通報窓口の設置を検討してまいります。

【原則３－１】

（１）当社は、社是、ミッションステートメントを策定しており、それらの実現を社員の目標としております。当社は現段階において中期経営計画を公
表しておりませんが、中期経営計画を策定し、売上高、EBITDA(収益性）及び在庫日数等の目標値を定めるとともに、中期計画が目指す3年後の
姿をその戦略と共に設定しています。今後は、中期経営計画の株主向け開示について、検討してまいります。

【補充原則３－１－２】

平成30年3月期の海外投資家の比率においては、費用対効果より、英語での情報開示・提供について、実施する状況ではないと考えております
が、今後も海外投資家の比率を勘案し、実施要否について検討を行ってまいります。

【補充原則４－１－２】

当社は、中期計画を策定し、その進捗状況を常にモニターし、原因を解明し、改善策を講じることにより、当社の再成長を目指しております。現在、
1年間の通期予測のみを開示し、中期計画につきましては、開示を行っておりませんが、今後中期計画の開示も検討してまいります。

【補充原則４－１－３】

当社は、後継者の計画を重大な問題点と考えており、今後取締役会及び経営会議を通じて、当社を取り巻く環境や置かれた状況の変化、掲げた
戦略の進捗等を勘案し、グループ全体として適切に計画を立案し、実行していきたいと考えております。

指名委員会を設置するか否かは、取締役会にて検討して参ります。

【補充原則４－３－２】

CEOの後継者計画の策定・実施ならびに解任については、重要な項目としてい位置づけており、当社を取り巻く環境や置かれた状況の変化、掲げ
た戦略の進捗等を勘案するとともに、後継者候補に必要な価値観、能力、行動特性等を取締役会にて審議の上で計画的に進めて参ります。ま
た、指名委員会を設置するか否かは、取締役会にて検討して参ります。

【補充原則４－３－３】

CEOの解任については、当社を取り巻く環境や置かれた状況の変化、掲げた戦略の進捗等を勘案するとともに、後継者候補の選任状況等を取締
役会にて審議の上で実施いたします。また、指名委員会を設置するか否かは、取締役会にて検討して参ります。

【補充原則４－１０－１】

当社は、平成28年6月に監査等委員会設置会社に移行し、2名の独立社外取締役を選任しております。

指名委員会の設置を含めて、指名、報酬等の取扱いについても更に客観性の高い方式の検討を行ってまいります。

【原則４－１４】

当社では、取締役及び執行役員の全員を対象として、研修を行い、取締役及び執行役員の知識や能力の向上を図ります。

また、各取締役及び各執行役員に対しては、新しい考えの習得や生きた情報に触れた自己啓発等を目的として、外部セミナー、外部団体への加
入及び人的ネットワークへの参加を推奨します。

【補充原則４－１４－１】

取締役及び執行役員の全員を対象として、コーポレートガバナンス、企業倫理等をテーマとした社内講師又は外部講師による研修会、或いは資料



配信による研修を実施します。また、新任役員に対しては、当社の事業、財務、組織、経営計画・状況、各種役員関連規程及び法令に基づく各役
員の役割・責務、その他当社を取り巻く環境について説明する機会を設けます。

【補充原則５－１－２】

（３）当社では、財務部、総務人事部、マーケティング本部にて、必要に応じ個別面談や質疑応答に対応しておりますが、現時点において、株主・投
資家・アナリスト向けの説明会等は実施しておりません。今後、実施の可能性を検討してまいります。

【原則５－２】

当社は現段階において中期経営計画を公表しておりませんが、中期経営計画を策定し、資金コストを的確に把握した上で、売上高、EBITDA(収益
性）及び在庫日数等の目標値を定めるとともに、中期計画が目指す3年後の姿を、事業ポートフォリオ、設備投資、研究開発投資、人材投資等の
計画と共に設定しています。今後は、中期経営計画の株主向け開示について、検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】

当社グループは、円滑な取引関係の維持、取引を強化する目的で、政策保有株式として、協業先の株式を限定的に保有しております。この政策
保有株式については、中長期的な経済合理性や将来の見通し、協業関係の構築状況、業務提携等の事業戦略上のメリット等を会計年度毎に検
証し、保有の可否を判断しております。また、その検証内容について、今後開示をして参ります。

政策保有株式の議決権の行使につきましては、その議案の内容を精査し、投資先企業の持続的成長に資することを基本方針とし、コーポレート・
ガバナンス整備状況およびコンプライアンス体制なども勘案の上で適切に議決権を行使いたします。

【原則１－７】

当社では、関連当事者間の取引を行う場合には、社内管理規程に定めた手続きを実施し、当社及び株主共同の利益を害することのないよう、取
締役会の承認及び報告を要することを定めております。

なお、取締役会の審議に際しては、監査等委員である独立社外取締役の出席を確保し、決議には特別利害関係人に該当する者は参加させず、
それ以外の取締役にて決議を行っております。

【原則２－６】

年金運用体制として、総務人事部内に年金担当を置き、財務の専門性を有した役員とともに、運用受託機関のモニタリングを随時行うことにより、
年金運営全般の健全性を確認しています。

【原則３－１】

（１）当社は、社是、ミッションステートメントを策定しており、それらの実現を社員の目標としております。当社は現段階において中期経営計画を公
表しておりませんが、中期経営計画を策定し、売上高、EBITDA(収益性）及び在庫日数等の目標値を定めるとともに、中期計画が目指す3年後の
姿をその戦略と共に設定しています。今後は、中期経営計画の株主向け開示について、検討してまいります。

（２）本報告書「１．１．基本的な考え方」及び有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載のとおりであります。

（３）本報告書「２．１．【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。

（４）取締役（監査等委員である取締役を含む）候補者は、業務経験、知識、業績、等を考慮し、取締役会にて審議を経て指名することを方針として
おります。

（５）取締役（監査等委員である取締役を含む）候補者の経歴、選任理由について株主総会招集通知にて開示しています。

また、社外取締役の選任・指名理由は、本報告書「２．１．【取締役関係】の会社との関係（２）「選任の理由」」に記載しています。

【補充原則４－１－１】

当社は、平成28年6月に監査等委員会設置会社に移行し、監査等委員の取締役が業務執行と監査の双方に関与することを回避するため、取締
役会の権限であった事項の一部を業務執行取締役に委任する旨、「取締役会規程」に定め、法令・定款等に準拠して取締役会で審議する内容を
定めています。

【原則４－８】

当社は、平成28年6月に監査等委員会設置会社に移行し、2名の独立社外取締役を選任しております。

なお、当社は現時点においては、業績・規模・事業特性・会社をとりまく環境等を勘案して、3分の1以上の独立社外取締役を選任する必要はない
と考えております。

【原則４－９】

当社では、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に加え、企業経営や法務・財務等各分野での専門的知識と豊富な経験に基づき、
客観的な視点から、経営の監督機能を期待できる人材を独立社外取締役として選定するよう努めております。

【補充原則４－１１－１】

当社は、平成28年6月に監査等委員会設置会社に移行しております。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の構成人員は8名であり、グローバルな経営全般、経営管理等の知識・経験・能力に優れたメンバーで
あり、また、監査等委員である取締役の構成人員3名のうち2 名は独立社外取締役であり、弁護士、公認会計士等専門性の高い知識と豊富な経

験を有しており、バランス良く構成されております。

当社では、取締役候補者は、経営全般、財務等の各分野において、国内、海外における専門的知識と豊富な経験を有するものから選任し、取締
役会における審議を経て株主総会へ推薦しております。

【補充原則４－１１－２】

社外取締役の兼務状況については、定時株主総会招集通知や有価証券報告書にて毎年開示しております。なお、当社取締役会での出席状況等
についても株主総会招集通知で情報開示しており、その役割・責務を適切に果たしております。

【補充原則４－１１－３】

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、経営全般、財務等の各分野において、国内、海外における専門的知識と豊富な経験を有した
者で構成されており、また、監査等委員である独立社外取締役には、弁護士、公認会計士・税理士がおり、法務、財務に関する適切な知見を有し
ており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成していると認識しております。

当社取締役会では、その実効性を年度終了後に評価し、これを開示します。

平成29 年度の取締役会の実効性の評価については、取締役会の出席者である取締役にそれぞれアンケートを実施しました。その結果、平成29

年度の取締役会の実効性について、よく出来ている点としては、



（１）取締役の構成は適切であること、

（２）経営執行会議との分掌により適切に運営され、意思決定が迅速に行われていること、

等が確認されました。

一方、今後の改善・充実が望まれる点としては、

（１）書面決議時の意思確認の改善、

（２）予算の策定、実行、結果に基づく経営の評価の実施、

等が主に挙げられました。

今後の改善・充実が望まれる点については、計画的にその改善・充実を図っていく考えです。

【補充原則４－１４－２】

取締役及び執行役員が、当社の事業、財務、組織、経営計画・状況、各役員の役割・責務、その他当社を取り巻く環境について、情報を共有する
こと、特にコーポレートガバナンス、企業倫理に係る共通認識を持つことを目的として、取締役及び執行役員を対象とした研修会を実施してまいり
ます。

【原則５－１】

当社では、財務部、総務人事部、マーケティング本部をIR 担当部署とし、株主や投資家に対し、適切な情報開示を図っております。今後、決算説

明会の開催や関係情報をウェブサイトを通じた配信など、情報開示の充実を検討してまいります。

（１）当社では、財務部、総務人事部、マーケティング本部がIR 担当部署となり、財務を管掌する取締役がIR を統括することで、有機的な連携に努

めております。

（２）当社では、財務部、総務人事部、マーケティング本部は、関連する他部署との情報共有と連携強化に努めております。

（３）当社では、財務部、総務人事部、マーケティング本部にて、必要に応じ個別面談や質疑応答に対応しておりますが、現時点において、株主・投
資家・アナリスト向けの説明会等は実施しておりません。今後、実施の可能性を検討してまいります。

（４）IR 活動及びそのフィードバック及び株主異動等の情報については、週報や定例会議により、業務執行取締役、取締役会並びに監査等委員会

へ報告され、取締役や監査等委員との情報共有が図られております。

（５）当社は、インサイダー取引防止に係る社内規程を運用しており、株主・投資家・アナリストとの対話の際には、インサイダー情報管理に充分に
留意しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

Gibson Holdings, Inc. 157,447,000 54.65

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 7,548,000 2.62

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 3,433,176 1.19

CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS

ACCOUNT ESCROW
3,122,796 1.08

オンキヨー株式会社 2,894,000 1.00

東京海上日動火災保険株式会社 2,007,380 0.70

安藤　収 2,000,000 0.69

株式会社ＳＢＩ証券 1,578,000 0.55

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 1,342,000 0.47

新井　光夫 1,288,000 0.45

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 Gibson Holdings, Inc.　（非上場）

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社の親会社であるGibson Holdings, Inc.は、平成30年3月31日現在、当社株式157,447,000株（54.65％）を所有しており、当社は同社の連結子会

社となっております。なお、同社、Gibson Brands, Inc.と当社は、平成25年3月29日付で、グループ会社としての経営上のノウハウや資源を共有し、

両社の提携を通じて国際競争力を向上させることにより、企業価値を最大化させることを目的として、資本・業務提携契約を締結しております。少
数株主を含む当社の株主共同の利益のために企業価値を最大化させることを目的として当社の経営が行われる方針であることについて、資本・
業務提携契約において確認されております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

Gibson Holdings, Inc.は、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当し、当社に対して大きな影響力を持っております。しかし、同社と当社

との間で平成25年3月29日付で締結した資本・業務提携契約においては、当社の株式の上場を維持し、経営における自主性を発揮する方針であ
ることを両社の共通認識としております。なお、当社においては、親会社からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っており、当社の事業活
動は親会社グループとの取引に大きく依存する状況にはありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 19 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

原　琢己 弁護士

坂口洋二 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

原　琢己 ○ ○ ―――

経営陣から独立した地位を有し、弁護士として

の知識・経験等をもとに、客観的・専門的な視
点から、当社の経営への助言や業務遂行に対
する適切な監督を行っていただきたいため、監
査等委員である社外取締役として選任しており
ます。

また、独立役員としての要件を満たしており、

一般株主と利益相反の生じるおそれのない独

立した社外取締役であると判断し、独立役員に

指定しております。



坂口洋二 ○ ○ ―――

経営陣から独立した地位を有し、公認会計士と

しての知識・経験等をもとに、客観的・専門的な
視点から、当社の経営への助言や業務遂行に
対する適切な監督を行っていただきたいため、
監査等委員である社外取締役として選任して
おります。

また、独立役員としての要件を満たしており、

一般株主と利益相反の生じるおそれのない独

立した社外取締役であると判断し、独立役員に

指定しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

現在の当社の規模等を考えれば、常勤の監査等委員を選定することで対応可能と考えております。

監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて専任あるいは兼任の補助スタッフを置くこととしています。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員は内部監査室と定期的な情報の交換・連携を行い、取締役会等重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査室その他
関係者の報告聴取などにより、取締役の業務執行につき監査を実施しております。また、監査等委員と会計監査人は、相互の連携を図る目的を
もって必要の都度会合を持ち、監査計画、監査体制、監査実施状況などについて意見の交換を行っております。その他「財務報告に係る内部統
制の評価及び監査」に関係して、立会い、会合を適宜行っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

第58回定時株主総会の決議に基づき、ストックオプションとして新株予約権を取締役に対して割当てましたが、平成21年1月に全付与者から権利

放棄されております。

ストックオプションの付与対象者



該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

当社は、第70期事業報告の中の「取締役及び監査役の報酬等の額」、「社外役員に関する事項」において、取締役、監査役ならびに社外役員

の報酬額を開示しています。また、有価証券報告書では「役員の報酬等」として別途開示しています。

■取締役及び監査役の報酬等の額（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

取締役（監査等委員を除く） 8名 66百万円

取締役（監査等委員）　　　　3名 21百万円

■社外役員の報酬等の総額（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

当事業年度における社外役員（2名）の報酬等の総額は、9百万円であります。

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬は開示しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

平成28年6月21日開催の第68回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額170百万円以内（使用人兼
務役員の使用人分給与は含まない）、監査等委員である取締役の報酬額は、年額30百万円以内とすることを決議しております。

株主総会で承認された報酬額の範囲内で、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は取締役会の決議により決定しております。ま
た、各監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

1. 取締役は、社外取締役も出席する定時及び臨時取締役会にて、議案の事前配布による事前説明等を通じて、情報伝達を行う体制をとっていま

す。

2. 取締役、執行役員等は、原則月1回開催される経営執行会議を通じて、重要な業務の執行状況についての報告をするための体制をとっていま

す。なお、経営執行会議には社外取締役も出席可としています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 ― 名

その他の事項

1.相談役・顧問などの存廃に係る状況について、業務引継の為、過去1年程度委任した例があるが現在は対象者がおりません。

2.相談役・顧問等に関する社内規程の制定改廃や任命に際しての、取締役会や指名・報酬委員会の関与の有無については、今後、取締役会の
承認を受けることなどを検討しております。

3.相談役・顧問等の報酬総額は今後、委任する際に業務内容、勤務形態・条件を勘案し、取締役会にて定めることとします。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

1. 取締役会は、定時取締役会、臨時取締役会により、会社法の要請に基づく重要事項の決定並びに業務執行取締役の業務執行状況の監督等

を行う。さらに、経営効率を向上させるため、全取締役及び執行役員等の事業責任者が出席する経営執行会議を開催し、当社企業グループの業
務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行います。

2. 顧問弁護士からは、法律上の判断を必要とする場合に、適時助言・指導を受けており、またリスクマネジメントについての助言を受けておりま



す。

3. 会計監査人につきましては、平成25年6月21日開催の定時株主総会において有限責任 あずさ監査法人が選任されております。

4. 指名につきましては、当社は監査等委員でない取締役の任期を1年としており、前年の会社業績、取締役の執務状況、企業の継続性等を総合

的に判断し、社外取締役、監査等委員の意見を反映して取締役の指名を行うこととしております。

（責任限定契約の内容の概要）

当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第１項の賠
償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金500万円又は会社法第425条第１項に定める最低責
任限度額のいずれか高い額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、平成28年6月21日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行は監査等委員である取締役に
取締役会における議決権を付与することで監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を目指すものでありま
す。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 第70回定時株主総会の招集通知を法定期日よりも4営業日前に発送しております。

集中日を回避した株主総会の設定 第70回定時株主総会を平成30年6月22日に開催いたしました。

その他
当社ウェブサイトに招集通知をはじめ総会関係資料を掲載しております。

第70回定時株主総会の招集通知を当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに
発送日の4日前に開示いたしました。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 https://www.teac.co.jp/jp/にて開示しています。

IR資料のホームページ掲載 https://www.teac.co.jp/jp/にて開示しています。

IRに関する部署（担当者）の設置
財務部、総務人事部、マーケティング本部がIR担当部署となり、関連する他部
署との情報共有と連携強化に努めております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

人々の安全、健康と自然の営みを尊重し、創意と工夫を尊ぶ企業文化のもと、記録・再生
技

術への探究心を原点とした事業活動を通じて、持続的発展が可能な人間社会と健全な環
境

の実現に貢献することを環境理念として掲げ、上記理念の全社実践を進めて行きます。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、業務の適正を確保するための体制の整備のための内部統制システム構築の基本方針を、平成28年7月1日開催の取締役会において一
部改定し、以下のとおり定めております。

1. 業務執行取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)業務執行取締役は、株主総会、取締役会及び関連資料等、業務執行取締役の職務の執行に係る情報について、法令・社内規程に基づき、保
存・管理を行う。

(2)業務執行取締役は、上記情報の保存及び管理の監視・監督責任者として、必要に応じて取締役、内部監査室、会計監査人、社内関連部門が
閲覧できるよう保存期間管理する。

2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 取締役会は、損失の危険の管理を統括する組織として、「ビジネスリスクマネジメント委員会」を設け、当該委員会は、当社企業グループのリス

クマネジメント業務を統括する。取締役会は、当社企業グループ横断的な視点からリスクマネジメントの基本方針、その他重要事項の決定を行う。

(2) 「ビジネスリスクマネジメント委員会」は、当社企業グループに内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施するとともに、当社

企業グループのリスクマネジメント状況を監督し、毎年度見直しを行う。当社企業グループにおいては、平時は、当社各部門及び各子会社におい
てリスクの洗い出しを行い、そのリスクの軽減化に取り組むとともに、有事は「危機管理規程」に従い、当社企業グループ全体として対応することと
する。

3. 業務執行取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会は、定時取締役会、臨時取締役会により、会社法の要請に基づく重要事項の決定並びに業務執行取締役の業務執行状況の監督等

を行う。さらに、経営効率を向上させるため、全取締役及び執行役員等の事業責任者が出席する経営執行会議を開催し、当社企業グループの業
務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。当社においては、監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会の
チェック機能を強化するため、執行役員制を導入している。

(2) 当社企業グループの業務執行について、業務執行取締役及び執行役員等の事業責任者は、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各

年度予算を立案し、当社企業グループの経営目標を設定し、それらは取締役会において決議される。当社各部門及び各子会社においては、その
経営目標達成に向け具体策を立案・実行し、重要な業務の執行状況についての報告をするための体制をとる。また、取締役会は、経営目標が当
初の予定どおりに進捗しているか、業績報告を通じて定期的にチェックを行う。

(3) 当社企業グループは、日常の業務の遂行に際し、各レベルの責任者が職務権限の委譲に基づき、業務を遂行する体制をとる。

4. 業務執行取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 「ビジネスリスクマネジメント委員会」は、当社企業グループのコンプライアンスを統括する。コンプライアンスの推進については、「ティアックグ

ループコンプライアンス規程」を制定し、業務執行取締役は、使用人がコンプライアンスを重視して自らの業務運営にあたるよう、研修等を通じて指
導する。

(2) 当社は、公益通報者保護法に基づく「内部通報制度」により、業務執行取締役・使用人が社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、ま

た行われようとしていることに気付いたときは、制度で定める「窓口部門」に通報しなければならないと定めており、運用状況を四半期毎に取締役
会に報告する。会社は通報者、通報内容について開示しないものとする。各当社子会社に於いても、同法若しくは適用される同種の法令を準用し
て、同等の内部通報制度を運用する。

(3) 「ティアックグループコンプライアンス規程」において、ティアックグループ社員は反社会的勢力・団体に対しては断固たる行動をとり、一切の関

係を拒絶し、その活動を助長するような行為をしてはならない旨規定し、反社会的勢力・団体に対しては、弁護士、警察等とも連携し組織的に対応
する。

(4) 業務執行取締役は、財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財

務報告に係る内部統制の有効性を毎年度評価、報告する体制を整備し運用する。

5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 業務執行取締役は、当社企業グループ各社の業務執行取締役の職務の執行に係る情報について、法令・社内規程に基づき、保存・管理を行

い、必要に応じて取締役、内部監査室、社内関連部門の閲覧可能な状態とする体制を整備する。

(2) 当社は、「ビジネスリスクマネジメント委員会」を通じて、当社企業グループ各社のコンプライアンス・リスク管理教育、指導を行うとともに問題点

の把握に努める。

(3) 内部監査室は、当社及び当社企業グループの組織体制の整備及び業務の執行状況を評価し、経営改善のための提言を行うとともに、不適切

な取引又は会計処理を防止する。

6. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社は、現在は監査等委員会の職務を補助すべき使用人はいないが、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、
必要に応じて専任あるいは兼任の補助スタッフを置くこととする。

7. 6.の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の業務執行取締役からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確

保に関する事項

(1) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等の人事権に係わる事項の決定には、監査等

委員会の事前の同意を得るものとし、人事考課については、監査等委員会の意見を考慮して行う。

(2) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人が、その業務に関して監査等委員会から指示を受けたときは、専らその指揮命令に従う体制を整備

する。

8. 業務執行取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

(1) 業務執行取締役は、当社企業グループに係り、当社取締役会規程に定める取締役会決議事項（法令に定められた事項、定款に定められた事

項、重要な業務に関する事項）並びに各業務執行取締役の職務の状況についての報告を実施するための体制をとる。

(2) 業務執行取締役及び執行役員等の事業責任者は、当社企業グループの重要な業務の執行状況について監査等委員会へ報告をするための

体制をとる。

(3) 業務執行取締役は、監査等委員会の業務監査にあたり使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社企業グループの重要な業務の執行

状況についての報告をするための体制をとる。

(4) 内部通報窓口への通報内容が監査等委員会の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査等委員会への通報を希望する場合は



速やかに監査等委員会に通知する。

(5) 監査等委員会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を業務執行取締役及び使

用人に周知徹底する。

(6) 「ビジネスリスクマネジメント委員会」ほか経営執行会議下部組織は、監査等委員会に定期的に報告をするための体制をとる。

9. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は、監査等委員会が、業務執行取締役、会計監査人、内部監査室とそれぞれ定期的又は随時会合をもち、意見交換を行い、相互の意思

疎通を図れる体制をとる。

(2) 当社は、監査等委員会が、業務執行取締役及び使用人に、業務に関する説明又は報告を求めた場合、迅速かつ適切に対応する体制を整え

る。

(3) 当社は、監査等委員会が、必要に応じて内部監査室及び内部監査に関連する管理部門に調査を求める場合、迅速かつ適切に対応する体制

を整える。

(4) 当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

上記4. (3)に記載のとおりであります。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

現状では買収防衛策の導入の予定はありませんが、当社の持続的な成長と企業価値向上が妨げられる恐れがある場合は、取締役会は、必要且

つ合理的な措置をとることとし、その際には株主に十分に説明致します。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、コーポレート・ガバナンスを実現するための手段としての内部統制システム構築について、当社ホームページにＩＲ資料「内部統制システ

ム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ」（平成28年7月1日）」を掲載しています。

（適時開示体制の概要）

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

当社は、ディスクロージャーを経営上の重要課題の一つとして認識し、投資家のみならず個人を含む全ての皆様に対して、当社の事業内容、経営
戦略、事業環境を正確に理解していただき、適正な評価と社会的信頼を得るため、当社の重要な会社情報について積極的に適時かつ適切に開
示します。

また、分かりやすい情報開示を念頭におき、平易かつ丁寧な情報を提供することに努めます。

この基本方針を社内外に周知するとともに、自らのディスクロージャーを常に、適正な基準、方法、体制で実行するために、「ディスクロージャー・ポ
リシー」を定め、ホームページ上において公表しております。

当社では会社情報の適時開示に関する責任者として情報取扱担当役員（取締役）を設置しております。

情報取扱担当役員は、経営執行会議及び取締役会のメンバーであり、複雑かつ多岐にわたる経営情報の中から重要な決定事実や重要な発生事
実を認識した場合には、適時開示規則や開示ガイドブックに照らし、開示が必要か否かについて関係部署と速やかに検討に入り、必要に応じて弁
護士、会計監査人によるアドバイスも考慮しながら、迅速、正確かつ公正な会社情報の開示を行えるよう努めております。

また、情報取扱担当役員は、「内部情報管理及びインサイダー取引規制に関する規則」を所管しており、内部情報の管理を徹底する役割を担っ

ております。

具体的な会社情報の開示は、情報取扱担当役員と密に連携を取り、原則として公表の方法により、当社マーケティング本部が行っております。




